
千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例  

（平成２２年千葉市条例第７号）  

 

（趣旨）  

第１条 この条例は、市長又は千葉市教育委員会（以下「市長等」という。）が地方自治

法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第６項に規定する

指定（以下「指定」という。）をしようとするに当たり、同条第３項に規定する指定管

理者（以下「指定管理者」という。）の指定を受けようとする法人その他の団体（以下

「法人等」という。）のうちから、指定管理者に管理を行わせる公の施設を最も適切に

管理することができると認める法人等又は当該公の施設の管理を適切かつ確実に行うこ

とができると認める法人等（以下これらを「指定管理予定候補者」という。）を選定す

るための手続等に関し、別に条例で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（公募の原則）  

第２条 市長等は、指定管理者に管理を行わせる公の施設の指定管理予定候補者を募集し

ようとするときは、公募の方法によることを原則とする。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、この限りでない。  

（１）公募の方法によらないことが別に条例で定めるところにより明らかであるとき。  

（２）市長等が指定管理予定候補者を公募する時間的余裕がないことが明らかであると認

めるとき。  

（３）本市の施策その他の事由により公募の方法によらないことについて合理的な理由が

あるとき。  

（指定管理者選定評価委員会への諮問）  

第３条 市長等は、指定管理予定候補者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる公

の施設の区分に応じ、当該各号に定める指定管理者選定評価委員会に諮問しなければな

らない。ただし、２以上の公の施設の設置目的又は事業の内容が密接に関連するため同

一の指定管理者に一体的にその管理を行わせようとする場合において、市長等が諮問し

なければならない指定管理者選定評価委員会が２以上であるときは、市長等は、当該２

以上の指定管理者選定評価委員会のうち諮問すべき指定管理者選定評価委員会を決定し、

当該決定した指定管理者選定評価委員会に諮問しなければならない。  

（１）市民局が所管する公の施設  千葉市市民局指定管理者選定評価委員会  

（２）保健福祉局が所管する公の施設  千葉市保健福祉局指定管理者選定評価委員会  

（３）こども未来局が所管する公の施設  千葉市こども未来局指定管理者選定評価委員会  

（４）経済農政局が所管する公の施設  千葉市経済農政局指定管理者選定評価委員会  

（５）都市局が所管する公の施設  千葉市都市局指定管理者選定評価委員会  

（６）千葉市教育委員会が所管する公の施設  千葉市教育委員会指定管理者選定評価委員

会 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。  

（１）市長等が指定管理者選定評価委員会へ諮問する時間的余裕がないことが明らかであ

ると認めるとき。  

（２）前条第１項第３号の規定に該当する公の施設について、誠実かつ効率的な管理が期

待される法人等であって当該公の施設の管理を適切に行った実績を有するものを指定

管理予定候補者とするとき。  

（指定の取消し等の場合における市長等による管理）  



第４条 市長等は、指定管理者に管理を行わせる公の施設において、現に指定を受けてい

る法人等がいないとき、又は法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の指定

を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき

は、市長等が必要があると認める間、自ら当該公の施設の管理を行うことができる。こ

の場合において、当該公の施設に係る条例の規定（管理に関する部分（利用料金に係る

部分を除く。）に限る。）中「指定管理者」とあるのは、「市長（千葉市教育委員会が

管理する公の施設にあっては、委員会）」と読み替えるものとする。 

２ 市長等は、前項の規定により自ら当該公の施設の管理を行うこととした場合は、あら

かじめその旨を告示しなければならない。  

３ 第１項の規定により市長等が管理の業務を行うこととした公の施設において、指定管

理者が利用料金を徴収していた場合又は指定管理者に利用料金を徴収させることとして

いた場合においては、市長等は、当該徴収していた利用料金の額又は当該公の施設に係

る条例に定める利用料金の額を上限として市長が定める額を使用料として徴収する。こ

の場合において、当該公の施設に係る条例の規定（利用料金に係る部分に限る。）中

「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替え

るものとする。  

（地位の承継等）  

第５条 指定管理者として指定された法人等について、合併、分割（当該指定管理者とし

ての業務の全部を承継させるものに限る。）その他これらに類する行為があったときは、

合併後存続する法人等、合併により設立された法人等、分割により当該指定管理者とし

ての業務の全部を承継した法人等又は合併若しくは分割に類する行為により当該指定管

理者としての業務の全部を承継した法人等は、当該指定管理者として指定された法人等

の当該指定管理者としての地位を承継する。  

２ 市長等は、前項の規定により指定管理者としての地位を承継した法人等について、当

該公の施設の管理を行うことが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、

指定管理者の指定を取り消すことができる。  

（指定管理者選定評価委員会の設置）  

第６条 指定管理予定候補者の選定及び指定管理者による公の施設の管理に係る評価を行

うため、次に掲げる指定管理者選定評価委員会（以下「選定評価委員会」という。）を

置く。 

（１）千葉市市民局指定管理者選定評価委員会  

（２）千葉市保健福祉局指定管理者選定評価委員会  

（３）千葉市こども未来局指定管理者選定評価委員会  

（４）千葉市経済農政局指定管理者選定評価委員会  

（５）千葉市都市局指定管理者選定評価委員会  

（６）千葉市教育委員会指定管理者選定評価委員会  

（所掌事務）  

第７条 選定評価委員会は、市長等の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。  

（１）指定管理予定候補者の選定に関する事項  

（２）指定管理者の行った公の施設の管理に係る評価に関する事項  

（組織）  

第８条 選定評価委員会は、それぞれ委員５人以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長等が任命する。  



（１）財務等について知識又は経験を有する者  

（２）法務等について知識又は経験を有する者  

（３）学識経験者  

（４）その他市長等が適当と認める者  

３ 選定評価委員会に、必要に応じ、臨時委員を置くことができる。  

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

５ 委員は、再任されることができる。  

６ 臨時委員の任期は、当該臨時委員を置く選定評価委員会が必要と認める期間とする。  

７ 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。  

（会長及び副会長）  

第９条 選定評価委員会に会長及び副会長を置く。  

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。  

３ 会長は、会務を総理し、選定評価委員会を代表する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第１０条 選定評価委員会は、会長が招集する。  

２ 選定評価委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。  

３ 選定評価委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のと

きは、会長の決するところによる。  

４ 選定評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは

説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。  

（部会）  

第１１条 選定評価委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。  

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員５人以内で組織する。  

３ 前項の委員は、２人以上でなければならない。  

４ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選により定め

る。 

５ 部会長は、部会の事務を掌理する。  

６ 第９条第４項の規定は、副部会長について準用する。  

７ 前条の規定は、部会について準用する。  

８ 選定評価委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって選定評価委員会の

議決とすることができる。  

９ 前項の規定により議決した場合は、部会長は当該議決した内容を会長へ報告しなけれ

ばならない。  

（委任）  

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。  

２～２９ （略） 


